別表
北見市社会福祉協議会補助基準
	区　分
	
	基　準　の　内　容
	

	補助対象範囲
	
	補助の対象とする正職員の給与は、市職員の給与等に関する諸規程に定める額を上限とし、嘱託職員及び臨時職員についても同様とする。
また、役員報酬は、下記の補助対象額の算定方法により補助対象とする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
	

	補　助　率
	
	95％以内
	

	補助対象人数
	
	補助対象人数は、次のとおりとする。
[bookmark: _GoBack]正職員　　 ：18人以内　　　　嘱託職員　 ：11人以内
臨時職員　 ： 1人工以内　　　役　　員 　： 5人以内

ただし、次に示す事業で給与が充当されている正職員、嘱託職員及び臨時職員は、補助対象人数に含まない。
①総合福祉会館管理事業(市委託)
②老人いこいの家管理事業(市委託)
③地域包括支援センター事業(市委託)
④在宅介護支援センター事業(市委託)
⑤端野デイサービスセンター事業(市委託)
⑥シルバーハウジング事業(市委託) 
⑦成年後見支援センター事業(市委託)
⑧訪問介護事業(介護保険)
⑨居宅介護支援事業所事業(介護保険)
⑩障害者総合支援事業(総合支援)
⑪自立支援センター事業(市委託)
⑫はあとふるプラザ管理事業(市委託)

	

	補助対象額
の算定方法
	
	補助対象額は、次の算式を用いて算定した金額とする。
正職員　～ 補助対象額 ＝ 正職員人件費総額 × 95％ － 控除額
嘱託職員～ 補助対象額 ＝ 嘱託職員人件費総額 × 95％ － 控除額
臨時職員～ 補助対象額 ＝ 臨時職員平均人件費 × 1人工以内 － 控除額
役員報酬(会長1人) 　　 ～ 補助対象額  240,000円
　　　　(副会長4人以内)～ 補助対象額   60,000円／人
※人件費の対象は、補助対象職員とする。(上記委託事業等で給与が充当されている正職員、嘱託職員及び臨時職員は含まない。)
※人件費は、給料、手当、法定福利費及び時間外手当(給料の5％以内)の合計額とする。(道民間共済会掛金及び福利厚生費(健康診断等)は対象外)
※控除額は、補助対象職員の人件費のうち、市費補助金以外の収入(国、道、道社会福祉協議会からの補助金、寄附金等)が充当される金額とする。
	



